
セルフプランの場合障害相談支援の場合

単独事業所利用

② 保護者へ説明・同意

給付決定

① 利用予定事業所の確認（※１）

④コア連携事業所候補への
依頼・決定

⑤ セルフプランの共有・事業
所間連携加算確認書の交付

市

町

村

事業所間連携加算の手続等の流れ

① 事業所間連携会議の
開催に向けた連絡調整

（※２）
 障害児や保護者の状況等を踏まえて、障害児
相談支援の利用の必要性があると考えられる場
合には、詳しい状況等を踏まえて市町村へ報告

⑥ 給付決定の更新における
情報の活用

事業所間連携加算
対象外

事業所間連携加算
対象の可能性あり

③ 記録の作成及び報告
（※２）

④ 保護者への相談援助

事業所内での情報共有
※支援への活用

コア連携事業所その他事業所

事業所間連携会議の開催

個別支援計画の共有

共有 共有

共有

⑤②

① ②

事業所間連携加算
（Ⅰ）

事業所間連携加算
（Ⅱ）

セルフプランの共有

別紙１

（※１）
支給申請時に①利用予定事業所の確認を行った
結果、複数の児童発達支援事業所等を併用する予
定であることが確認できる場合には、本加算の対
象となる可能性があるため、保護者の意向等を踏
まえながら、支給申請時等の際に、②及び③の手
続を進めるとともに、給付決定後、④及び⑤の手
続について、保護者やコア連携事業所と連携を図
りながら進めること。

事業所への確認

交付

複数の事業所を利用予定

支給申請

③ コア連携事業所候補の選定
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